
指定障害児相談支援事業運営規程 

【相談支援センターしょうせい苑】 

                                  （平成２５年規程第２号） 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人松星苑の設置経営する相談支援センターしょうせい苑（以下「事業所」という。）

が行う指定障害児相談支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管

理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律第二条第一項第一号に規定する障害者等（以下「利用者」という）に対し、適正な指定障

害児相談支援を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所の従業者は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生 

 活を営むことができるように配慮して行なうものとする。 

２ 事業所の従業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害児の

保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供

されるよう配慮して行うものとする。  

３ 事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者又

は障害児保護者の立場に立って、利用者に提供される障害福祉サービス等が特定の種類又は特定の障

害福祉サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行われるものとする。 

４ 事業の実施に当たっては、関係市町、他の障害福祉サービス事業者等との連携を図り、地域におい 

て必要な社会資源の改善、開発に努めるものとする。 

５ 事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意向を踏まえ、自立した日常生活、社会生

活を実現するように行うものとする。 

６ 事業所の従業者は、自らその提供する指定相談支援の評価を行い、常にその改善を図らなければな 

らない。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 一 名 称 相談支援センターしょうせい苑 

二 所在地 山口県下松市生野屋南一丁目１２番１号（主たる事業所） 

       山口県下松市生野屋南一丁目７番１１号（従たる事業所） 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

 一 管理者 １人 

   管理者は、従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守さ 



せるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 二 相談支援専門員 ３人 

  利用者からの日常生活全般に関する相談に関する業務及びサービス利用計画の作成に関する業務

を行うものとする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 一 営業日 平日の月曜日から金曜日及び一部の土曜日とする。ただし、国民の休日、１２月３０日

から１月３日までを除く。 

 二 営業時間 午前８時１５分から午後５時００分までとする。 

三 上記営業時間の他、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（指定障害児相談支援を提供する主たる対象者） 

第６条 事業所において指定相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 

 一 知的障害児（１８歳未満） 

 

（指定障害児相談支援の提供方法） 

第７条 利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの

提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者によ

る支援等適切な手法を通じ行うものとする。 

 

（指定障害児相談支援の内容） 

第８条 指定相談支援の内容 

 一 利用者からの日常生活全般に関する相談に関する業務 

 二 障害児支援利用計画作成に関する業務 

 

（利用者から受領する費用の額及びその他の費用の額） 

第９条 法定代理受領の手続によらない利用者に対し指定障害児相談支援を提供した場合は、厚生労働

大臣が定める基準により算定されたサービス利用計画作成費の額の支払を受けるものとする。 

２ その他の費用の額は、次のとおりとする。 

 一 交通費 

   次条に定める通常の事業の実施地域を超えて、自動車により指定障害児相談支援を行う場合の交 

通費 

    通常の事業実施地域を超えた地点から、片道１キロメートル毎に３０円 

３ 前二項の費用の支払を受けた場合は、領収書を交付するものとする。 

４ 前二項の費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対して事前にサー



ビスの内容及び費用について文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受け

ることとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第１０条 通常の事業の実施地域は、周南市、下松市、光市とする。ただし、当該地域以外の地域に居

住する利用者に対し、サービスの提供を行うことを妨げるものではない。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１１条 従業者は、緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

ずるとともに、管理者に報告するものとする。 

 

（契約時の文書の交付） 

第１２条 利用申込者又はその家族に対して、運営規程の概要、勤務体制、その他重要事項を記した文

書を交付して説明を行うものとする。 

２ 契約締結に際しては、提供する指定障害児相談支援の内容、苦情受付窓口等を記載した文書を交付

するものとする。 

 

（サービス提供の記録） 

第１３条 指定障害児相談支援の提供に関する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整に関する記

録、個々の障害者等ごとに記載した相談支援台帳等の記録を整備し、当該相談支援を提供した日から

５年間保存するものとする。 

 

（勤務体制の確保等） 

第１４条 管理者は、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るための研修の機

会を次のとおり設けるものとする。 

 一 採用時研修 採用後 ６ヶ月以内 

 二 継続研修  年 １回 

 

（衛生管理） 

第１５条 従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備

品等について衛生的な管理に努めるものとする。 

 

（重要事項の掲示） 

第１６条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務体制、その他の重要事項を掲示するものと

する。 

 



（秘密保持） 

第１７条 従業者は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三者に漏ら

してはならない。 

２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約に明記する。 

３ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の

家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得るものとする。 

 

（苦情解決） 

第１８条 指定障害児相談支援又はサービス利用計画に位置付けた障害福祉サービス等に対する利用者

又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１９条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、当該利用者

の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

２ サービスの提供に伴って当事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合に 

 は、速やかに損害賠償を行う。 

３ 当事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第２０条 指定障害児相談支援の提供に対する利用者の虐待の防止に対応するため、相談窓口の設置そ

の他必要な措置を講ずるものとする。 

一 虐待の防止に関する責任者の選定 

 二 成年後見制度の利用支援 

 三 苦情解決体制の整備 

 四 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

 

（その他） 

第２１条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人松星苑と事業所の管理

者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

 附 則 

この規程は、平成２５年 ８月 １日から施行する。 

 



附 則 

この規程は、平成２８年 ５月２５日から施行し、平成２８年 ４月 １日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年 ３月２２日から施行し、平成２９年 ４月 １日から適用する。 

 

 

 

 


